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最終更新日：2026 年 6 月 1 日 

意見募集案 

 

地方公共団体の格付方法 

本格付方法の対象は、国内の地方公共団体（以下、「地公体」という）である。 

1. 基本的な考え方 

地公体の信用力は、地方財政計画、地方債制度、財政健全化法などを通じた国の信用補完によって支えら

れている。地公体の格付を行うにあたっては、こうした国による信用補完とともに、個々の地公体の税収基

盤や財政状況、財政運営などについても、あわせて評価を行っている。ただし、国による信用補完効果を格

付に織り込むことは、一律の格付水準を付与することを意味しない。 

2. 国による信用補完 

地公体に対する国の信用補完は強固なものであるが、こうした国の信用補完を支える地方行財政制度や国

の財政運営スタンスなどに変更がないか確認している。 

(1) 地公体の位置付け 

国民経済計算において、地方政府は中央政府を上回る最終支出主体である。公的支出の内訳を最終支

出主体別にみると、地方政府は政府最終消費支出においては約 4 割、公的総資本形成においては約 5 割

を占めている。このように、地方財政は国の財政と並ぶ車の両輪として、極めて重要な地位を占めてい

る。 

(2) 地方財政制度 

① 地方財政計画 

国は人口や産業の集積の度合いによる地域間格差や景気の動向による税収の年度間格差にかかわらず、

地公体がその重要な責任を果たすことが出来るよう地方財政計画を通じて、地方の財源を保障し、地方

交付税や地方債などにより各地公体に財源保障をしている。地方交付税を中心とした国から地方への財

政移転の総額は、毎年度の国の予算編成の過程で決定される。地方税に地方交付税、地方譲与税などを

加えた一般財源総額については、十分な水準が確保されるのか確認している。 

② 地方債制度 

現行の地方財政制度において、地方債の元利償還に要する財源は、地方財政計画の策定及び地方交付

税の算定などを通じて国が保障している。また、個々の地公体が地方債の元利償還に支障を来さないよ

う、公債費負担等が一定限度を超えた地公体に対する早期是正制度としての起債許可制度により、地方

債の発行を事前に制限することで元利金償還の安全性を確保している。 
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(3) 財政健全化法 

「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」(財政健全化法)は、地公体の財政状況を統一的な指標で

明らかにし、財政の健全化や再生が必要な場合に迅速な対応を取る仕組みとなっている。健全化判断に

係る比率が一定の基準を上回った地公体は財政健全化計画を策定しなければならない（早期健全化ス

キーム）。再生判断に係る比率が財政再生基準以上である地公体は、財政再生計画を定めなければならな

い（再生スキーム）。再生スキームでは、早期健全化スキームに比べ当該再生団体の予算編成においても

事実上国の強い関与が働くことになる。また、地方債の発行については、早期健全化スキームでは総務

大臣との協議が必要となる。再生スキームでは総務大臣の同意を得ていない場合は、災害復旧等を除き

地方債の起債が制限される。加えて、再生計画について総務大臣の同意を得ている場合に限り、収支不

足額の範囲内で再生振替特例債を起債でき、同債について、国は資金事情の許す限り適切な配慮をする

こととなっている。 

(4) 地方行政制度 

福祉、学校教育、消防、道路や河川等の社会基盤の整備信用補完を始めとした国民生活に密接に関連

する行政は、その多くが地公体により実施されている。地方行政制度とそれを支える地方財政制度は密

接不可分な関係にある。地方行政制度においては、財源措置を伴わない事務・権限の委譲が行われ、地

方財政の運営に影響を与えることがないか確認している。 

(5) 国の財政運営スタンス 

国から地方への財政移転の水準が維持されるためには、国の財政赤字や債務水準が持続可能な水準で

保たれる必要があることから、国の財政状況やその財政運営スタンスも重要である。国が交付する地方

交付税の財源不足に対処するため、地公体が特例として発行する臨時財政対策債については、残高が積

み上がっている。臨時財政対策債は元利償還金の全額に対して後年度に国から財政移転が行われること

となっている。このため、国が将来にわたって償還財源を確保できるか確認している。また、地方税制

の改正による影響にも留意する。地方税の減少につながる税制改正が行われる場合、減収分に見合う安

定した代替財源が確保されるのか確認している。 

3. 地方公共団体の財政状況 

(1) 定量面の評価について 

地公体の定量面の評価は、直近までの決算を中心とした既に確定した情報に基づく評価であり、①税

収基盤･担税力、②普通会計の収支の状況、③負債の状況（公営企業や三公社等外郭団体を含む）－とい

う 3 つのポイントから行う。 

① 税収基盤・担税力 

地公体の税収基盤･担税力をみる際に重視する指標は、財政力指数、一人あたり県（市）内総生産－等

である。加えて、市町村においては、一人あたり固定資産税評価額等についても重視している。財政力

指数は、基準財政収入額を基準財政需要額で除して得た数値の過去 3 年間の平均値で、指数が高いほど、

普通交付税算定上の留保財源が大きいことになり、財源に余裕があることになる。 
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（重視する指標） 

 財政力指数 

 一人あたり県（市）内総生産 

 一人あたり固定資産税評価額（市町村） 

② 普通会計の収支の状況 

普通会計の収支の状況については、経常収支比率、足許までの財源不足･財源対策の状況、財政運営に

活用できる積立金残高－特に地方債等の償還に充当可能な基金等を重視する。経常収支比率については、

分母に減収補てん債（特例分）、臨時財政対策債を含めたものを活用するほか、満期一括債券に対する減

債基金への積立不足がある場合、積立方法が他団体と大きく異なる場合は修正を行う。また、都道府県

では、法人関連税の動向によって経常収支比率の年度毎の振れが大きくなる傾向があるため、移動平均

等で振れを排除している。また、足許までの財源不足･財源対策において、基金や他会計等からの借入、

行政改革推進債等特例債の発行が必要となっていた場合は、収支が相応に厳しかったと判断する。 

（重視する指標） 

 経常収支比率 

 地方債等の償還に充当可能な基金 

③ 負債の状況（公営企業、三公社等外郭団体を含む） 

負債の状況については、将来負担比率、及びその「算定の基礎となる事項」を活用している。将来負

担比率は一定の前提の下とはいえ、地方公営企業や外郭団体等といった地公体の関与が及ぶほぼ全ての

会計や法人等を対象として、当該地公体が将来的に負担する可能性がある純債務残高が算定されている

唯一のストック指標である。 

地方公営企業、地方三公社、及び第三セクター等の外郭団体については、繰出金や追加出融資等によ

り普通会計にどの程度負担が及ぶかを勘案する必要がある。公営企業や主要な外郭団体の経営状況･財務

状況を個別に分析した上で、それらに対する普通会計の負担額の算定について、個々に妥当性を検証し

ていくこととなる。 

（重視する指標） 

 将来負担比率 

(2) 定性面の評価について 

定性面の評価では、将来的な財政見通し、及びそのベースとなる財政運営スタンスがポイントとなる。

定性面の評価とはいえ、単に方向性だけでなく、財政指標がどの程度改善･悪化するか推計できるよう極

力定量的な情報の把握に努めている。評価上の主な視点としては、①歳出の見直し、債務管理等の財政

健全化に向けた取組み、②普通会計等における財政収支･財源対策の見通し、③公営企業や外郭団体等の

経営基盤強化に向けた取組み、財務状況の見通し－が挙げられる。 

財政健全化に向けた取組みについては、行財政改革プラン等の内容に加えて、当該地公体としての財

政健全化に向けた意志の強さを確認する必要がある。立派な計画が掲げられたとしても、議会や地域住

民の世論等の動向によっては改革が頓挫してしまうこともあるためである。議会の動向等を踏まえて当

該地公体の意志の強さが確認できれば、少なくとも現行の首長の任期中の財政健全化への取組みは、格
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付に織り込むことは可能であろう。その際は、経常収支比率や債務残高等の財政指標の改善見通しにつ

いて、可能な限り定量的な情報を把握することにより、格付に織り込んでいくこととなる。 

債務管理については、地方債残高の将来的な見通しの下、残高や発行額について極力明確な数値目標

を設定している方が望ましい。 

普通会計等における財政収支･財源不足の見通しについては、見込まれる財源不足額に対応する財源対

策の内容が注目される。歳出削減等で賄うことができず、基金等からの借入や特例債の発行に依存する

ことは将来への負担先送りとなるため、基本的には望ましくない。なお、財政収支の見通しは、歳入、

歳出の前提によって大きく異なってくるため、検討にあたってはその前提の妥当性を検証していく。 

公営企業や外郭団体等の経営基盤強化に向けた取組み、財務状況の見通しについては、将来のキャッ

シュフロー、債務返済原資の見通しが特に注目される。定量評価において、これらが抱える債務残高に

係る普通会計の負担額は、基本的に直近の決算に基づいて算定されることから、将来的な経営改善の効

果は織り込まれていない。これら公営企業や外郭団体等において、経営改善に伴い営業キャッシュフロー

が増加すれば、これらの債務償還にあたっての普通会計の負担額は減少することが見込まれる。 

 

以 上 

 

◆留意事項 
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て、一切責任を負いません。JCR は、いかなる状況においても、当該情報のあらゆる使用から生じうる、機会損失、金銭的損失
を含むあらゆる種類の、特別損害、間接損害、付随的損害、派生的損害について、契約責任、不法行為責任、無過失責任その他

責任原因のいかんを問わず、また、当該損害が予見可能であると予見不可能であるとを問わず、一切責任を負いません。また、
当該情報は JCR の意見の表明であって、事実の表明ではなく、信用リスクの判断や個別の債券、コマーシャルペーパー等の購入、
売却、保有の意思決定に関して何らの推奨をするものでもありません。本文書に係る一切の権利は、JCR が保有しています。本

文書の一部または全部を問わず、JCR に無断で複製、翻案、改変等をすることは禁じられています。 

 

 

 

 


